
 

● 日 時：２０２４年３月１日（金） 

講 演 会 １５:３０～１６:５０（受付開始１５:００～） 

懇 親 会 １７:００～１８:３０ 

● 講  演：独立行政法人日本貿易振興機構 

        ホーチミン事務所長 松本 暢之 様 

       KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd. 

        代表 矢根 俊治 様 

● 来賓挨拶：ベトナム投資開発銀行副頭取 Tran Long 様（予定） 

       在ホーチミン日本国総領事館 総領事 小野 益央 様 

● 主催者挨拶：信金中央金庫 会 長 御室 健一郎 

● 会  場：HOTEL NIKKO SAIGON（ホテル・ニッコー・サイゴン） 

3F Origami Ballroom 2（講演会）、Origami Ballroom 1（懇親会） 

（住所：235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City）

● 主  催：信金中央金庫 

● 参 加 費：無 料（ご参加は原則、信用金庫お取引先様に限ります。） 

● 旅行手配：ベトナムにお越しいただく際の航空券・ホテルの手配等については、

ご自身でお願いいたします。 

 ベトナムにおける信用金庫お取引先同士の交流や現地ビジネスの現状理解の機会として、

「第５回ベトナム信金会」を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

 ベトナムは、近年最も信用金庫お取引先の進出が多く、信用金庫および信用金庫お取引先か

らの支援ニーズが高い国です。そこで、本信金会では、独立行政法人日本貿易振興機構の松本

暢之ホーチミン事務所長をお招きし、「海外進出日系企業実態調査」の最新データ等を踏まえて、

ベトナムにおける景況感の変化や人件費の動向等、ベトナムの最新動向について解説いただき

ます。さらに、ベトナムでは、個人情報保護に関する政令が施行されたほか、労働許可証取得

にかかる要件緩和を盛り込んだ外国人の就労に関する政令が改正されるなど、法改正が相次い

で実施されており、法制度対応に苦慮されているお取引先も少なくないと思料されることから、

日系法律事務所の KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.の矢根俊治代表をお招きし、ベト

ナム進出済みの企業にとって注意すべき法務に関する最新トピックスについて解説いただき

ます。 

 本信金会へのご参加を希望される方は、別紙「申込要領」に記載の URL または QR コードか

ら、２０２４年２月１２日（月）までにお申し込みください。 

「第５回ベトナム信金会」のご案内 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m010-m010_01/5thvietnamshinkinkai.pdf

